
令和５年７月公表分〔本庁（出先機関を含む）〕 （業務委託）

1
総務部
税務課

ゴルフ場利用税及び
県たばこ税申告・納
入の電子化に伴う税
務システム改修業務
委託

令 和 5 年 6 月 7 日
（株）日立製作所 中国支社
広島市中区袋町５－２５

33,176,000
  本業務は、税務システムを広範囲にわたって改修する必要があ
り、本システムの構築及び保守運用業務を実施している当該業者以
外に履行できる者はいない。

第 ２ 号

2
総務部
危機管理課

地域防災映像伝送シ
ステム配信サーバ更
新業務

令 和 5 年 6 月 14 日
双葉電機(株)
岡山市南区福成２－２３－１
８

6,972,900

　本業務は、既存の地域防災映像伝送システムを構成している県庁
配信サーバ及びＯＳの更新、テレポート岡山の共有仮想化サーバ内
の配信サーバ用ＯＳの更新、映像配信用ＷＥＢサイトの構築を実施
するものである。
　これらの作業に当たっては、既存のソフトウェアによりＷＥＢサ
イトへの映像配信を行う必要があるため、当該システムの整備及び
保守管理業務の受注者であり、システム構成等の技術的諸条件を熟
知した双葉電機株式会社でなければ本業務を実施することはできな
い。

第 ２ 号

3
総務部
消防保安課

岡山県消防防災ヘリ
コプター３００時間
点検業務

令 和 5 年 6 月 16 日
四国航空(株)岡山支社
岡山市南区浦安南町６７２－
１

1,523,500

　本業務は、当センターの消防防災ヘリコプターが前回点検実施日
から運航時間が３００時間を超過する場合、法令上点検を受けるこ
とを義務付けられているため、その業務を委託するものであるが、
機体の整備必要箇所について詳細を把握しており、作業日数の逓減
など効率的な点検作業が実施できる業者が行う必要があるため。

第 ２ 号

4
環境文化部
新エネルギー・温暖
化対策室

岡山県内における温
室効果ガス排出量の
算定・分析業務

令 和 5 年 6 月 23 日

中外テクノス（株）岡山営業
所
岡山県岡山市北区西古松２３
７－１２６

1,736,900
　温室効果ガス排出量の算定については、経年的な推移を把握する
必要があり、計画策定時と同手法による算定が欠かせないことか
ら、競争入札には適さない。

第 ２ 号

5
環境文化部
環境管理課

大気汚染常時監視シ
ステムの改造に係る
業務

令 和 5 年 6 月 16 日
（株）コベルコＥ＆Ｍ
兵庫県神戸市灘区岩屋北町４
丁目５-22

1,225,400

　大気汚染常時監視ステムの改造に当たっては、本システムに精通
しておく必要があり、本システムを開発し、保守点検に携わってい
る（株）コベルコＥ＆Ｍが本業務を実施できる唯一の業者であるた
め。

第 ２ 号

6 環境文化部
スポーツ振興課

岡山県アスリート就
職支援事業

令 和 5 年 6 月 23 日
（公財）岡山県スポーツ協会
岡山市北区いずみ町２－１－
３

1,458,978

　本事業は、全国大会などを目指すアスリートの県内就職を促進
し、成年選手の確保、指導者の育成を図ることを目的とし、アス
リートの就職活動を取り巻く環境の現状や課題を把握し、関係団体
との情報交換を行うものである。こうした中、（公財）岡山県ス
ポーツ協会は、当該事業を的確かつ効果的に実施できる唯一の団体
であり、契約の性質又は目的が競争入札に適しないため。

第 ２ 号
経営状況等の概況
（県外郭団体）

№
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由 備　 考事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日

地方自治
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１項中の
該当号
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消費税の額を含む。
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№
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名称及び所在地
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地方自治
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7
保健医療部
新型コロナウイルス
感染症対策室

新型コロナウイルス
感染症に係る検査業
務委託

令 和 5 年 4 月 1 日
（株）岡山医学検査センター
倉敷市笹沖４６８－５

検査
6,600円／件
　　　　　　　　　　　
採取用綿棒（鼻腔採取用）55円／本
　　　　　　　　　　　
採取用綿棒（唾液採取用）66円／本
　　　　　　　　　　 検体輸送培地
330円／本

　当該事業者は、厚生労働省が示した検査法で検査依頼を受けるこ
とが可能であり、かつ本県の行政検査を的確に行った実績がある。
新型コロナウイルス感染症の一日も早い収束のために、県内全域に
おいて、迅速かつ効率的に行政検査を実施できる体制の継続が必要
であり、競争入札に付する場合は、契約の目的を達することができ
ない。

第 ２ 号
単価契約
66,765,600円

8
保健医療部
新型コロナウイルス
感染症対策室

新型コロナウイルス
感染症に係る検査業
務委託

令 和 5 年 4 月 1 日
（株）兵庫県臨床検査研究所
兵庫県姫路市青山西５－６－
２

検査
7,315円／件

鼻咽頭用採取容器
セット　385円／個

唾液用採取容器
セット　385円／個

唾液用滅菌容器
110円／個

　当該事業者は、厚生労働省が示した検査法で検査依頼を受けるこ
とが可能であり、かつ本県の行政検査を的確に行った実績がある。
新型コロナウイルス感染症の一日も早い収束のために、県内全域に
おいて、迅速かつ効率的に行政検査を実施できる体制の継続が必要
であり、競争入札に付する場合は、契約の目的を達することができ
ない。

第 ２ 号
単価契約
23,305,590円

9
保健医療部
新型コロナウイルス
感染症対策室

宿泊療養施設（岡山
シティホテル厚生
町）の原状復旧に係
る修繕委託業務

令 和 5 年 5 月 9 日
岡山シティホテル（株）
岡山市北区厚生町３－１－２
０

19,831,835

　岡山シティホテル厚生町の賃貸借契約の規定に基づき、県が宿泊
療養施設として利用したことによって生じた損耗について、その修
繕に要する費用を支出するために別途契約を締結するものであるた
め。

第 ２ 号

10
保健医療部
医療推進課

令和５年度岡山県医
療介護多職種連携体
制整備事業

令 和 5 年 4 月 1 日

（一社）岡山県介護支援専門
員協会
岡山市中区西川原２５１－１
おかやま西川原プラザ別館

3,249,400

　本事業内容を的確に遂行するためには、本事業に係る専門的知識
を有することが必須である。また、介護保健施設等との円滑な協力
関係が不可欠である。このため、これらの条件を満たす団体は他に
なく、契約の性質及び目的が競争入札に適さないため。

第 ２ 号

11
保健医療部
医療推進課

令和５年度死因究明
等推進に資する在宅
死等への対処能力習
得事業

令 和 5 年 5 月 1 日
（大）岡山大学
岡山市北区津島中１－１－１

1,619,505

　本事業内容を的確に遂行するためには、本事業に係る専門的知識
を有することが必須である。また、地域の医療従事者等を対象に専
門的な研修を全県的に行うために、県内医療機関との円滑な協力関
係が不可欠であり、これらの業者選定理由から、契約の性質及び目
的が競争入札に適さないため。

第 ２ 号

12
保健医療部
医療推進課

令和５年度岡山県小
児等在宅医療連携拠
点事業

令 和 5 年 4 月 1 日
（福）旭川荘
岡山市北区祇園８６６

7,854,726

　本事業内容を的確に遂行するためには、本事業に係る専門的知識
を有することが必須である。また、小児在宅医療を担う地域の医
療・介護事業等との円滑な協力関係が不可欠であり、それを全県的
に実施できる団体は旭川荘の他なく、契約の性質及び目的が競争入
札に適さないため。

第 ２ 号
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地方自治
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第１６７
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13 保健医療部
医療推進課

全国がん登録業務 令 和 5 年 4 月 1 日
（大）岡山大学岡山大学病院
岡山市北区鹿田町２－５－１

10,520,400

　国立大学法人岡山大学 岡山大学病院は、岡山県がん診療連携拠点
病院として、県内の地域がん診療連携拠点病院やがん診療連携推進
病院等におけるがん診療の質の向上及びがん診療の連携協力体制の
構築に関し中心的な役割を担っている。また、平成２３年度から
は、院内に「岡山県がん登録室」を設置し、本県における地域がん
登録及び全国がん登録の業務を行っている。
　本業務の実施に当たっては、がん登録に関する専門知識を有する
職員と、高度なセキュリティ対策が施された専用スペースが不可欠
であり、岡山大学病院以外に業務を実施できる者はいないため。

第 ２ 号

14
保健医療部
健康推進課

国保ヘルスアップ支
援事業（糖尿病性腎
症重症化予防事業）

令 和 5 年 6 月 1 日
（大）岡山大学岡山大学病院
岡山市北区鹿田町２－５－１

9,263,700

　本事業は、糖尿病性腎症重症化予防のための市町村職員、医師等
医療従事者を対象とした研修会の開催、糖尿病に関する専門的知識
が必要となるテキスト等の作成を行うものである。左記業者は、糖
尿病センターを有し、糖尿病に関する高度な専門知識を有する医療
従事者が在籍しており、事業の目的を達成できる業者は他にないた
め。

第 ２ 号

15
保健医療部
健康推進課

国保ヘルスアップ支
援事業（健診・医
療・介護データの一
体的な分析事業）

令 和 5 年 6 月 1 日

産業医科大学ヘルスマネジメ
ントシステム（有限責任事業
組合）
北九州市八幡西区医生ヶ丘１
－１

4,983,000
　本事業は、独自のシステムを使用するものであり、更に高度かつ
先進的・専門的な知識・技術を必要とする。また行政と大学の連携
体制の構築も必要であることから、競争入札には適さない。

第 ２ 号

16
保健医療部
健康推進課

国保ヘルスアップ支
援事業（健診・医
療・介護データの一
体的な分析事業）

令 和 5 年 6 月 1 日
（大）岡山大学
岡山市北区津島中１－１－１

2,970,000
　本事業は、独自のシステムを使用するものであり、更に高度かつ
先進的・専門的な知識・技術を必要とする。また行政と大学の連携
体制の構築も必要であることから、競争入札には適さない。

第 ２ 号

17
子ども･福祉部
障害福祉課

令和５年度かかりつ
け医等発達障害対応
力向上事業等

令 和 5 年 6 月 21 日
地方独立行政法人岡山県精神
科医療センター
岡山市北区鹿田本町３－１６

1,803,605

　本事業は、発達障害のある人のライフステージを通じた支援のた
めに、県内の幅広い医療従事者等を対象として、早期発見・早期支
援や他領域との連携による包括的支援等のための対応力の向上を図
ることを目的とした専門性の高い研修を実施するとともに、支援施
策に対する専門医療の視点に基づく助言を受けるものであり、委託
先としては県内には他にないため。

第 ２ 号

18
子ども・福祉部
長寿社会課

令和５年度地域リハ
ビリテーションリー
ダー育成・広域派遣
業務

令 和 5 年 5 月 8 日

岡山県リハビリテーション専
門職団体連絡会
岡山市北区岡町７－５－１０
２

3,165,000

　本事業はリハビリテーション専門職の職能団体に協力を得て、市
町村からのリハビリテーションの技術支援に関する相談および専門
職の派遣調整を行う事業であり、当該団体以外に同様の機能を有す
る団体が存在しない。

第 ２ 号
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№
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由 備　 考事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日

地方自治
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第１６７
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該当号
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19 産業労働部
経営支援課

エネルギー効率化・
新事業展開等による
生産性向上支援事業
（第３期）委託業務

令 和 5 年 6 月 16 日
（公財）岡山県産業振興財団
岡山市北区芳賀５３０１

33,307,125

　本事業は、県内中小企業の生産性向上による稼ぐ力の強化を図る
ものであり、経営や産業技術に関する専門知識、県内全域の中小企
業への深い理解が求められる。（公財）岡山県産業振興財団は、県
内全域で中小企業を支援している中核的・総合的産業支援機関であ
り、経営や産業の専門知識を有する人材が多く在籍していること、
また昨年度実施した同内容の事業の受託事業者であり、事業目的等
を熟知し、ノウハウも備えていることから、本業務を円滑かつ誠実
に実施できるのは当団体のみである。以上の理由から、事業者が特
定され、経営の性質及び目的が競争入札に適さない。

第 ２ 号
経営状況等の概況
（県外郭団体）

20
産業労働部
観光課

令和５年度岡山県多
言語観光サイト構築
業務

令 和 5 年 6 月 13 日
（公社）岡山県観光連盟
岡山県岡山市北区表町１－５
－１

15,950,000
　サイト構築にあたっては、現サイトを運営し、県内の観光情報の
収集、管理、提供等業務の一元的な実施が可能である（公社）岡山
県観光連盟に委託することが適当である。

第 ２ 号

21 土木部
技術管理課

事業執行システムＲ
５年度動作検証業務
（Ｍｉｃｒｏｓｏｆ
ｔ Ｅｄｇｅ対応　事
前検証）

令 和 5 年 6 月 1 日
富士通Ｊａｐａｎ（株）
岡山市北区磨屋町１０－１２

6,721,330

　公共事業総合情報システム（事業執行システム）は、独自プログ
ラムを活用し開発しており、これに係る著作権を富士通Ｊａｐａｎ
株式会社が保有している。
　本業務は、標準ブラウザであるＭｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｅｄｇｅで動
作できるようプロトタイプを作成し、動作検証を実施するものであ
り、独自プログラムの確認を要することから、独自プログラムの著
作権を有する富士通Ｊａｐａｎ株式会社以外のものが業務を行うこ
とはできないため、契約の性質又は目的が競争入札に適さない。

第 ２ 号

22
出納局
内部事務課

令和５年度条例改正
に伴う給与システム
改修業務

令 和 5 年 6 月 27 日
（株）アイシーエス
盛岡市松尾町１７－１０

14,960,000

　給与システムの開発業務を当該業者へ委託しているが、本業務
は、給与システム全体への影響を勘案した改修作業を行う必要があ
り、本業務を実施できるのは、給与システムの開発業者である当該
業者以外にいないため。

第 ２ 号

4
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